
令和６年４月１日以後開始事業年度等分 
 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

 

【№113】令和５年 10 月１日以後に行った課税資産の譲渡等に係る

課税標準額に対する消費税額（売上税額）について、②のＡ欄、Ｂ欄、

Ｃ欄の金額を適格請求書に記載のある消費税額を積み上げて計算す

る方法（積上げ計算）により計算している場合、同日以後に行った課

税仕入れに係る消費税額（仕入税額）について、付表２－２⑩のＡ欄、

Ｂ欄、Ｃ欄の金額を適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方

法（割戻し計算）により計算していませんか。 

【№116】⑥Ｘ欄は、⑥のＡ欄、Ｂ欄、Ｃ欄の貸倒れに係る売掛金等の

額（税込額）の 3/103、4/105、6.3/108 相当額の合計額を記載してい

ますか。 

また、不課税又は非課税取引（金銭の貸付け等）に係る貸倒れにつ

いて控除の対象としていませんか。 


